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５ 総トン数に合算しない閉囲場所 

（１）微小容積 

  ア 容積（除外場所が含まれている上部構造物の場合には、除外場所を含めた閉囲場所全体

の容積をいう。）が１立方メートル以下となる構造物は「微小容積」として閉囲場所に合

算しない。 

ただし、同一目的の微小容積となる構造物が集合（間隙がある場合を含む。）して設置

された場合は、個々で微小容積となる構造物であっても全てを１個の構造物としてみなす。 

  イ 微小容積である上部構造物が、船楼、甲板室その他の閉囲場所から突出した部分につい

ても上記アの基準を適用する。 

ただし、船楼、甲板室その他の閉囲場所と当該突出した部分との間の接合部の全体にわ

たって仕切りを有さない場合であって、船楼、甲板室その他の閉囲場所の端面から端面、

側面から側面又は最下層の甲板から最上層の甲板以上にわたって構成されている場合は、

当該突出した部分が微小容積か否かにかかわらず、閉囲場所の合計容積に合算する。 

 

（２）海水に開放されている場所 

  ア 閉囲場所のうち、船舶の構造上必然的な外板の開口部を有し、海水が自由に出入りする

ことが可能な場所であって、以下に掲げるすべての要件に適合する場所（以下「海水に開

放されている場所」という。）については、その容積を閉囲場所の合計容積から控除する。 

    ・開口部に閉鎖措置を有していないこと又は構造上開口を閉鎖することが出来ないこと。 

    ・貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置を有していないこと。 

  イ 微小容積となる海水に開放されている場所については、その容積を閉囲場所の合計容積

から控除しない。 

 

（３）暴露部とみなされる場所 

   閉囲場所のうち、開放性が極めて高いと認められる場所については、その容積を上甲板上

の閉囲場所の合計容積に合算しない。 

 

（４）除外場所 

   上部構造物の閉囲場所を構成する外板や囲壁等に開口があるため、風雨の流入に対する防

護が不十分な場所で、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第３２条各号に定める開口

区分に応じ、同第３３条各号に定める場所を除外場所として閉囲場所の合計容積に合算しな

い。ただし、貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場合は当該場

所全体が除外場所となりません。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

６ 総トン数の確定の手順  ※総トン数計算書（様式 58頁） 

（１）船体主部（上甲板下船体）の容積 

  ア 計測した測度長（L）、測度幅（B）、測度深さ（Dm）、キャンバー（C）及び Dsを、そ

れぞれ①、②、③、④及び⑤に記載します。 

  イ 深さを確定するため、表下の計算式による補正を行い、計算結果を⑥に記載します。 

ただし、キャンバー（C）の計測値が 0.15ｍ未満の場合は、「2/3C」は「０」として扱

い、0.15ｍ以上の場合は、計算した数値とします。 

また、「シアー（Ds-Dm）」の絶対値が、「0.05（L/3＋５）ｍ」未満であり、別に定め

る基準に適合する場合には、「０」として差し支えありません。 

  ウ ①×②×⑥×0.65により船体主部の容積（Ｖ１）を算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）張り出し部、付加物等の容積 

  ア 位置及び名称には、容積を算出する「船側張り出し」や「船首突出部」等を、また、そ

れぞれ計測した「最大の長さ」等を順次該当欄に記載し、それぞれ容積を算出してくださ

い。なお、船体両舷にある「船側張り出し」等は、それを明示してください。 

  イ これらの容積を小計し、張り出し部等の容積（Ｖ２）を算出します。 

 

 

 

 

上甲板下の船体上部、張出し部、付加物等の容 積  

位置及び名称 最 大 の 長 さ 平 均 の 幅 平 均 の 高 さ 容    積 

     

     

     

 小計（V２）  

 

 

上甲板下船体の容積  

L（測度長） B（測度幅） D 係 数 容積（V1） 

① ② ⑥ ０．６５ 
 

  （測度位置：Bは船体最広部、Ds、Dmは測度長の中央） 

Dm       ２     C       １       Ds        Dm 

D（⑥）= （ ③ ） ＋ ― （ ④ ） ＋ ― ｛（ ⑤ ）－（ ③ ）｝ 

３             ３ 
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（３）上甲板上の閉囲場所（上部構造物）等の容積 

  ア 位置及び名称には、容積を算出する「操舵室」や「機関室」等を、また、それぞれ計測

した「最大の長さ」等を順次該当欄に記載し、それぞれ容積を算出してください。 

   また、容積を除外する場所等についても、除外する場所及び長さ等を記載し、算出した容

積の前に「－」又は「△」の表示を付してください。 

  イ これらの容積を小計（除外場所の容積は減じて）し、上部構造物の容積（Ｖ３）を算出

します。 

 

上 甲 板 上 の 閉 囲 場 所 及 び 除 外 場 所 の 容 積  

位置及び名称 最大の長さ 平 均 の 幅 平均の高さ 容  積 

     

     

     

 小計（V３）  

 

 

（４）総トン数の換算 

船体主部の容積（Ｖ１）、張り出し部、付加物等の容積（Ｖ２）及び上甲板上の閉囲場所（上

部構造物）等の容積（Ｖ３）を合計し、該当船舶の合計容積を算出します。 

この合計容積について「総トン数換算表（27頁）」により、総トン数に換算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

７ 総トン数換算表 

  算出し、合計した容積を次表により総トン数に換算する。 

   合 計 容 積 (ｍ３) 総トン数    合 計 容 積 (ｍ３) 総トン数 

   

   ０.００１～  １.４７４ 

   １.４７５～  ２.４０８ 

   ２.４０９～  ２.８６８ 

   ２.８６９～  ３.７８０ 

   ３.７８１～  ４.２３５ 

   ４.２３６～  ５.１３５ 

   ５.１３６～  ５.５８３ 

   ５.５８４～  ６.０２９ 

   ６.０３０～  ６.９１８ 

   ６.９１９～  ７.３６３ 

   ７.３６４～  ８.２４５ 

   ８.２４６～  ８.６８３ 

   ８.６８４～  ９.５６２ 

   ９.５６３～  ９.９９９ 

  １０.０００～ １０.８７４ 

  １０.８７５～ １１.３０７ 

  １１.３０８～ １２.１７８ 

  １２.１７９～ １２.６１２ 

  １２.６１３～ １３.０４５ 

  １３.０４６～ １３.９０７ 

  １３.９０８～ １４.３４３ 

  １４.３４４～ １５.２０５ 

  １５.２０６～ １５.６３１ 

  １５.６３２～ １６.４９５ 

  １６.４９６～ １６.９１８ 

  １６.９１９～ １７.７７７ 

  １７.７７８～ １８.２０６ 

  １８.２０７～ １９.０６０ 

  １９.０６１～ １９.４８６ 

  １９.４８７～ ２０.３３５ 

  ２０.３３６～ ２０.７６８ 

  ２０.７６９～ ２１.６１４ 

  ２１.６１５～ ２２.０３６ 

  ２２.０３７～ ２２.８８７ 

  ２２.８８８～ ２３.３０６ 

  ２３.３０７～ ２４.１５４ 

  ２４.１５５～ ２４.５８２ 

  ２４.５８３～ ２５.４２７ 

  ２５.４２８～ ２５.８４９ 

  ２５.８５０～ ２６.６９５ 

  

 ０．１ 

 ０．２ 

 ０．３ 

 ０．４ 

 ０．５ 

 ０．６ 

 ０．７ 

 ０．８ 

 ０．９ 

 １．０ 

 １．１ 

 １．２ 

 １．３ 

 １．４ 

 １．５ 

 １．６ 

 １．７ 

 １．８ 

 １．９ 

 ２．０ 

 ２．１ 

 ２．２ 

 ２．３ 

 ２．４ 

 ２．５ 

 ２．６ 

 ２．７ 

 ２．８ 

 ２．９ 

 ３．０ 

 ３．１ 

 ３．２ 

 ３．３ 

 ３．４ 

 ３．５ 

 ３．６ 

 ３．７ 

 ３．８ 

 ３．９ 

４．０ 

  ２６.６９６～ ２７.１０９ 

  ２７.１１０～ ２７.９５９ 

  ２７.９６０～ ２８.３７１ 

  ２８.３７２～ ２９.２１９ 

  ２９.２２０～ ２９.６４２ 

  ２９.６４３～ ３０.４７４ 

  ３０.４７５～ ３０.８９６ 

  ３０.８９７～ ３１.７３９ 

  ３１.７４０～ ３２.１５９ 

  ３２.１６０～ ３２.９８６ 

  ３２.９８７～ ３３.８２４ 

  ３３.８２５～ ３４.２４３ 

  ３４.２４４～ ３５.０８０ 

  ３５.０８１～ ３５.４９７ 

  ３５.４９８～ ３６.３３２ 

  ３６.３３３～ ３６.７４８ 

  ３６.７４９～ ３７.５８０ 

  ３７.５８１～ ３７.９９６ 

  ３７.９９７～ ３８.８２６ 

  ３８.８２７～ ３９.２４１ 

  ３９.２４２～ ４０.０６８ 

  ４０.０６９～ ４０.９１３ 

  ４０.９１４～ ４１.３２５ 

  ４１.３２６～ ４２.１５０ 

  ４２.１５１～ ４２.５６２ 

  ４２.５６３～ ４７.１０９ 

  ４７.１１０～ ５１.２３８ 

  ５１.２３９～ ５５.３４２ 

  ５５.３４３～ ５９.４４７ 

  ５９.４４８～ ６３.５３２ 

  ６３.５３３～ ６７.６２４ 

  ６７.６２５～ ７５.７５７ 

  ７５.７５８～ ７９.８３１ 

  ７９.８３２～ ８７.９０２ 

  ８７.９０３～ ９５.９９３ 

  ９５.９９４～１０４.０３６ 

 １０４.０３７～１０８.０１８ 

 １０８.０１９～１１６.０３８ 

 １１６.０３９～１２４.０１８ 

 １２４.０１９～１３２.０１３ 

１３２.０１４～１３９.９７５ 

 ４．１ 

 ４．２ 

 ４．３ 

 ４．４ 

 ４．５ 

 ４．６ 

 ４．７ 

 ４．８ 

 ４．９ 

 ５．０ 

 ５．１ 

 ５．２ 

 ５．３ 

 ５．４ 

 ５．５ 

 ５．６ 

 ５．７ 

 ５．８ 

 ５．９ 

 ６．０ 

 ６．１ 

 ６．２ 

 ６．３ 

 ６．４ 

 ６．５ 

 ６．６ 

 ７．３ 

 ７．９ 

 ８．５ 

 ９．１ 

 ９．７ 

 １０ 

 １１ 

 １２ 

 １３ 

 １４ 

 １５ 

 １６ 

 １７ 

 １８ 

 １９ 


